
山梨県知事　長崎　幸太郎

一般競争入札 （総合評価落札方式） 公告個別事項
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建設業者の遠隔臨場に関する試行要領の適用の有無及び適用される種
別

不適用

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者
（特例監理技術者）の配置

適用

適用

週休２日制適用工事実施要領の適用の有無及び適用される種別 不適用

ＩＣＴ活用工事試行要領の適用の有無及び適用される種別 不適用

情報共有システム試行要領の適用の有無及び適用される種別 不適用

工事概要

工 事 内 容

(1)県議会議事堂地下改修工事
　・地下会議室及び倉庫を執務室に改修
　・地下便所改修工事
　・改修工事に伴う電気設備工事、機械設備工事
(2)北別館地下改修工事
　・元電気室を会議室に改修
　・改修工事に伴う電気設備工事
(3)プレハブ設置工事
　・軽量鉄骨造2階建て、延べ床面積60.8㎡の新築工事
　・付帯設備工事、付帯外構工事
(4)丸栄ビル2階改修工事
　・間仕切壁（執務室等)設置工事
　・各室空調設置工事
　・改修に伴う電気設備工事、機械設備工事

予 定 工 期 令和５年９月２０日～令和６年３月１５日

予 定 価 格 （ 税 込 み ） ￥169,620,000-　　　　（税率１０％）

分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施義務

事 業 名 感染症対策センター移転事業費

工 事 番 号 資産活用課-23-0001

工 事 場 所 山梨県甲府市丸の内1-6-1　他

「一般競争入札（総合評価落札方式）」公告　

　山梨県が発注する次の工事は、一般競争入札により行いますので、入札参加資格等について地方自治法
施行令第１６７条の６第１項の規定により公告します。
　なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の
工事です。

令和5年8月18日

工 事 名 感染症対策センター等整備工事
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3 技術評価資料作成要領による

 住 所

1

3

5

7

8

9

10

紙入札による

1

2 工事費内訳書

3 持参又は簡易書留

落札者決定日（予定） 令和５年９月１３日

入 札 方 法

提 出 書 類

参 加 申 請 時
入札参
加様式

様式２、３及び添
付資料

技術
資料

様式２、３、４、９、１１、１３、２２、
２３及び添付資料

入 札 時

提 出 方 法

参 加 申 請 受 付 開 始 日 令和５年８月２５日

〃 締切日 令和５年８月３１日

〃 締切日 令和５年８月３１日

設計書の内容に関する
質 問 提 出 期 限

令和５年８月３０日

開 札 予 定 日 時 令和５年９月１２日 午前　11:00 

確 認 通 知 書 発 行 日 -

設 計 受 託 業 者 （株）佐野設計 笛吹市

日 程

公 告 日 令和５年８月１８日

2

6
入 札 書 受 付 開 始 日 時 令和５年９月４日 午前　9:00 から

〃 締切日時 令和５年９月５日 午後　3:00(必着） まで

4

配 置 予 定 技 術 者 の
ヒ ア リ ン グ の 日

-

技 術 評 価 点 通 知 書
発 行 日

令和５年９月７日

設計図書等配布開始日 令和５年８月１８日

配置予定技術者の資格
（資格）監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有す
る一級建築施工管理技士又は同等以上の資格を有する者

ISO9001 の 認 証 -

総合評価
に関する

事項

総 合 評 価 方 式 の 種 類 特別簡易型（Ⅱ）

加 算 点 の 満 点 20

評 価 の 基 準

A

3 企 業 の 施 工 実 績

８千万円以上の建築一式工事

ただし、元請として請負い平成２０年４月１日から入札参加資格
申請締切日までに完成引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の
構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものと
し、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。

参加資格

本 店 所 在 地 県内

競 争 入 札 参 加 資 格 建築工事業



〒４００-８５０１  甲府市丸の内１－６－１

山梨県　総務部資産活用課　庁舎管理室　庁舎管理担当

電話　０５５-２２３-１３９１     FAX ０５５-２２３-１３７９

資 料 の 記 載 方
法 等 に 関 す る
問 い 合 わ せ 先

2
技 術 評 価 （ 質 問 ） 令和５年９月１１日

技 術 評 価 （ 回 答 ） 令和５年９月１２日

3
落札者の決定（質問） 令和５年９月２２日

落札者の決定（回答）

苦情の
申し立て

1
入札参加資格（質問） 令和５年９月２６日

入札参加資格（回答） 令和５年１０月３日

令和５年９月２９日

近 接 工 事 －



一般競争入札（事後審査型）公告共通事項　　　　　　　　　　　（Ｅ）（総合評価簡易型・特別簡易型Ⅱ・Ⅰ・事後審査）

１  一般競争入札の参加資格

      山梨県における建設工事の競争入札参加資格の認定を既に受けている者のうち、この公告で定める入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   札参加申請の提出期限の日から契約を締結する日までの期間（（11）、（12）、（14）及び（15）

   にあっては、それぞれ当該（11）、（12）、（14）及び（15）に定める期間）に、次に掲げる要件

　をすべて満たしている者であること。

   　なお、確認のための資料を求めない参加資格については、入札参加資格の申請を行った者は当該要件

   を満たすことを誓約したものとみなす。

(1)  一般競争入札（事後審査型）公告個別事項 (以下「個別事項」という。) の「参加資格」に記載した要

   件を満たす者であること。

(2)  契約を締結する日の１年７月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けている者で

   あって、原則としてこれに係る経営事項審査結果通知書を提示できるものであること。

(3)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当せず、かつ、同条

   第２項の規定による山梨県の入札参加の制限を受けていない者であること。

(4)  役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設

　工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

　律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった

　日から５年を経過しない者でないこと。

(5)  建設業法に基づく適正な技術者１名を配置できる者であること。

(6)  (5)の技術者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

   ア　入札に参加を希望する者と直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加の申し込みを行った日以前に３

　　ヶ月以上の期間、継続した雇用関係があること。）があること。

   イ　死亡、傷病又は退職等県が認める場合を除き、工期途中で交代しないこと。

   ウ　低入札価格調査実施要領に定める調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）を下回った価格

　　で落札した工事がある場合は、当該工事に配置している専任技術者及び追加技術者（落札者と決定さ

　　れた調査基準価格を下回る入札を行った者と契約を締結する場合に増員して配置する技術者をいう。

　　以下同じ。）と兼務しないこと。

(7)  入札参加資格確認資料提出時に配置予定技術者に係る資料の提出を求めた場合は、当該資料を提出で

　きる者であること。この場合においては、複数の技術者を配置予定技術者とすること及び入札参加資格

   確認資料提出時において施工中の工事に係る技術者と重複する技術者を配置予定技術者とすることがで

   きる。

(8)  調査基準価格を下回った価格で落札した工事がある場合は、当該工事に配置している現場代理人を対

　象工事の現場代理人と兼務させないこと。

(9)  対象工事を調査基準価格を下回った価格で落札した場合は、配置する専任技術者および追加技術者を

   他の工事の技術者と兼務させず、かつ、現場代理人を他の工事における現場代理人と兼務させないこと。



(10)  対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設

   業者でないこと。

(11) 公告の日の６月前の日から契約を締結する日までの期間に手形及び小切手の不渡りを出した者でない

　こと。

(12) 公告の日の２年前の日から契約を締結する日までの期間に不渡りによる取引停止処分を受けている者

　 でないこと。

(13) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１

    年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされた者については、当該手続開始の決定

    の後に山梨県建設工事等入札参加資格に係る再認定取扱要領により入札参加資格の再認定を受けた者で

    あること。

(14) 公告の日から契約を締結する日までの期間に山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（以

    下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。

(15) 公告の日の１月前の日から契約を締結する日までの期間に山梨県発注工事において５５点未満の工事

    成績評定通知を受けていない者であること。ただし、５５点未満のなかで工事成績採点考査項目の法令

    遵守における１から４までに該当する指名停止措置による減点分を除いた点数が５５点以上の者は参加

　 することができる。　

(16) 山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。

２  総合評価に関する事項

(1)  総合評価の方法　　　　

   ア  総合評価は、入札参加者の標準点と加算点の合計である技術評価点を当該入札者の入札価格（税込）

     で除して得た評価値をもって行う。なお、標準点は１００点とする。

        評価値 ＝ 技術評価点／入札価格（税込）×100,000,000

                 ＝（標準点＋加算点）／入札価格（税込）×100,000,000

   イ  加算点については、評価項目ごとに評価の基準に基づき評価を行った結果、評価項目ごとの得点（

     以下「評価点」という。）の合計が最高の者に「加算点の満点」を与え、他の者はそれぞれの 「評価

     点の合計」に応じ按分して求められる点を「加算点」として与える。「加算点の満点」は、 「個別事

     項」による。

        加算点＝（評価点の合計／評価点の合計の最高点）× 加算点の満点

   ウ  技術評価様式５－１又は技術評価様式５－１及び５－２で施工計画の提出を求める場合において、

     未提出、未記入又は記載内容が指定した評価項目と無関係であると認められる場合や記載内容が法令

     に違反するなど不適切な場合は欠格とし入札は無効とする。



(2)  落札者の決定方法

      次の①から③までの要件のすべてを満たす者のうち、「(1)総合評価の方法」によって得られた数値

   （以下「評価値」という。）の最も高い者（以下「最高評価値者」という。）を落札者とする。

      ただし、最高評価値者の入札価格（税込）によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない

　恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる

   恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格（税込）の制限の範囲で発注者の定

   める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とするこ

　とがある。

    ①  入札価格（税込）が予定価格（税込）の制限の範囲内であること。

    ②  評価値が、「基準評価値」（標準点／予定価格（税込）×100,000,000）を下回らないこと。

    ③  入札価格（税込）が調査基準価格を下回った者は、次の要件を満たしていること。

      ③－１   評価点の合計が、参加者全員の平均点の８０％を下回らないこと。

　　③－２ 次の４項目を全て満たすこと。

　　　１､入札価格（税抜）と入札に際し提出される工事費内訳書（以下「工事費内訳書」という。）の

　　　　工事価格が同額であること。

　　　２､工事費内訳書の各経費の合計額が、工事費内訳書の工事価格と同額であること。

　　　３､工事費内訳書内において、経費の内訳に不明確な値引等の表示がないこと。

         ４､調査基準価格の９５％を下回らないこと。

(3)  入札を辞退した者の取扱い

   ア   入札を辞退した者の評価は行わない。

   イ   入札を辞退した者は、辞退理由書を提出するものとし、速やかに個別事項に記載の問い合わせ先に

      ファクシミリにより送付すること。

(4)  低入札価格調査の実施

      最高評価値者の入札価格（税込）が、調査基準価格を下回ったときは、低入札価格調査（以下「調査

　  」という。）を実施する。この場合、入札参加者全員に「保留通知書」を送付し、落札決定は調査終了

   まで延期する。

      保留通知後、調査基準価格を下回った入札を行ったすべての者に対して、調査資料の提出依頼を通知

   するので、当該通知を受け取った者は、低入札価格調査実施要領に定める調査資料を通知日の翌日から

   起算して県の休日（山梨県の休日を定める条例（平成元年山梨県条例第6号）に定める県の休日をいう。

   以下同じ。）を除き３日以内に提出するものとし、期限までに提出しない者は、失格とする。

(5)  総合評価の履行担保項目の取扱い

　ア　施工計画または技術提案の履行担保　※簡易型にのみ適用（特別簡易型Ⅱ･Ⅰには適用しない。）

　　　落札者の提示した施工計画または技術提案は、契約時の設計図書とみなす。

      　施工計画または技術提案が受注者の責により履行されていないと判断される場合は、工事成績評定

　　　を減ずることとし、施工計画毎または技術提案毎に３点を減ずる。



　イ　若手技術者の育成の履行担保

　　　落札者が申請した若手技術者の担当技術者としての専任配置が履行できない場合は、工事成績評定

　　　を３点減ずる。

　　　なお、複数人を専任配置した場合に、そのうち1名でも専任配置できなくなったときも工事成績評

　　　定の減点の対象とする。

(6)  調査基準価格を下回る入札を行った者との契約に係る措置

　　落札者と決定された調査基準価格を下回る入札を行った者と契約を締結しようとする場合は、落札者

　に対し次に掲げる事項を義務付けるものとする。

   ア  施工体制台帳及び施工体系図を作成し現場に備え置くとともに、発注者に提出すること。

   イ　次のとおり、技術者の配置を行うこととし、技術者の配置ができないときは、失格とする。

　　　請負金額に拘わらず、入札参加資格の条件（施工実績は除く。）を満たす技術者を新たに２名増員

　　し、主任技術者または監理技術者と併せ３名専任で配置すること。ただし、いずれの技術者も現場代　

　　理人との兼務を認める。 

　　　なお、平成３１年３月１８日付け技管第１５４７号県土整備部長通知「現場代理人及び主任技術者

　　等の専任に係る取扱いについて」による現場代理人及び主任技術者等の複数工事の兼務は、適用でき

　　ない。

    また、工場製作を含む工事の工場製作期間については、専任及び増員配置は要しないものとする。

ウ　各発注機関で定める出来形管理基準の測定頻度、品質管理基準の試験頻度、写真管理基準の撮影頻

　度を２倍とする。ただし、頻度が全数となっている工種は除く。なお、頻度の定めのない工種につい　

　ては、別途監督員が指示する。

エ　契約保証金を請負代金額の１０分の３以上とし、山梨県建設工事請負契約約款を次のとおり取扱う　　

　こととする。

　　第４条第２項中「請負代金額の１０分の１以上」を「請負代金額の１０分の３以上」に読み替える。

　　第４条第５項中「請負代金額の１０分の１」を「請負代金額の１０分の３」に読み替える。

オ　前金払を請負代金額の１０分の２以内とし、山梨県建設工事請負契約約款を次のとおり取扱うこと

　とする。

　　第３４条第１項中「１０分の４以内」を「１０分の２以内」に読み替える。

　　第３４条第５項中「１０分の４」を「１０分の２」に、「１０分の６」を「１０分の４」に読み替

　える。

　　第３４条第６項及び第７項中「１０分の５」を「１０分の３」に、「１０分の６」を「１０分の４

　」に読み替える。　

(7)  配置予定技術者のヒアリング

　　個別事項・日程のうち、「配置予定技術者のヒアリングの日」に日程の記載がある場合、実績と

　して挙げた工事や施工計画の提案内容等についてヒアリングを実施する。

　　ヒアリングの実施時間については実施日の前日に入札参加者と協議して決定する。

　　なお、入札参加者の都合によりヒアリングが実施できない場合、またはヒアリングを辞退した場

合は欠格とし入札は無効とする。

　　ただし、入札を行った者が１者であった場合は、ヒアリングは実施しない。



３  設計図書等の配布

(1)  配布期間

      「個別事項」に記載の配付開始日から締切日までの県の休日を除く毎日、午前９時から正午まで及

      び午後１時から午後５時までとする。

(2)  配布方法

      「電子媒体（ＣＤ-Ｒ）」にて配布する。

(3)  配布場所

      「個別事項」に記載の「資料の記載方法等に関する問い合せ先」にて配布する。

４  入札参加資格申請の受付期間及び申請方法

(1)  受付期間

　「個別事項」に記載の受付開始日から締切日までの県の休日を除く毎日、午前9時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで（締切日は午後４時３０分まで）とする。また、簡易書留についても、

締切日の午後４時３０分までの必着とする。

(2)  申請方法

      「持参又は簡易書留」により申請すること。

(3)  申請場所

      「個別事項」に記載の「資料の記載方法等に関する問い合せ先」へ申請すること。

５  問い合わせ先

(1)  入札参加資格確認資料等の記載方法に関する事項

      「個別事項」に記載のとおり

(2)  設計書の内容に関する事項

　　「個別事項」に記載の日までに質問すること。

      山梨県総務部資産活用課庁舎管理室　庁舎管理担当

   　メール：chosya-@pref.yamanashi.jp

      質問に対しては、各質問書提出の翌日から起算して2日後から入札書受付開始日の前日まで、その回

　答を資産活用課のホームページで公表する。

(3)  連絡窓口

      山梨県総務部資産活用課庁舎管理室

      庁舎管理担当　向山・中澤　電話：055-223-1391　FAX：055-223-1379

６  入札参加資格の確認結果通知等

(1)  入札参加資格確認通知は行わない。入札参加資格の確認は、開札後、全ての入札参加業者について実 

   施する。

(2)  入札参加資格確認資料を審査した結果、入札参加資格がないと認められた者には、その理由を付して

   通知する。



７  苦情申し立て

(1)  入札参加資格がないと認められた者が、入札参加資格がないと認めた理由について詳細な説明を求め

   る場合

   ア  申し立て方法

        「個別事項」に記載の日までに、５（２）（３）の連絡先に「メール又はFAX」により質問するこ

     と。

   イ  回答方法

        原則として「個別事項」に記載の日までに、資産活用課のホームページにより回答する。

(2)  技術評価の結果に疑義がある場合

   ア  申し立て方法

        「個別事項」に記載の日までに、５（２）（３）の連絡先に「メール又はFAX」により質問するこ

     と。

   イ  回答方法

        原則として「個別事項」に記載の日までに回答し、評価点を修正した場合は、修正した結果を通知

     する。

(3)  非落札者が落札者の決定結果について詳細な説明を求める場合

   ア　申し立て方法

        「個別事項」に記載の日までに、５（２）（３）の連絡先に「メール又はFAX」により質問するこ

     と。

   イ  回答方法

        原則として「個別事項」に記載の日までに、資産活用課のホームページにより回答する。

(4) (1)から(3)までの場合に係る回答の説明になお不服のある者は、ホームページにおいて回答した日又

   は書面での回答を受け取った日から県の休日を除く７日以内に書面（「山梨県入札監視委員会設置要

　綱」 別紙様式４）により、知事に対して再苦情の申立てを行うことができる。この場合において、申

　立てを行う者は、当該申立てを行うことができる期間の日の午前９時から午後５時までに、書面を下

　記に持参すること。

山梨県　県土整備部　県土整備総務課　契約担当

甲府市丸の内１丁目６番１号　電話055-223-1673

(5)  (4)の再苦情の申し立てがあった場合は、知事は、速やかに入札監視委員会に審議を依頼するものと

   する。

(6)  知事は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえたうえで、入札監視委員会からの審議の報告を受け

   た日の翌日から起算して県の休日を除き７日以内に、その結果を申立者に回答する。



８  入札等の日時及び提出場所

(1)  入札期間及び開札予定日時

      「個別事項」に記載のとおり

　　なお、持参にあっては、午前9時から正午まで及び午後１時から午後５時まで（締切日は午後３時

　まで）とする。また、簡易書留についても、締切日の午後３時までの必着とする。

(2)  提出場所

      「個別事項」に記載の「資料の記載方法等に関する問い合せ先」へ提出すること。

(3)  落札者決定日

      「個別事項」に記載のとおり。ただし、低入札価格調査等により延期する場合がある。

９  入札手続等

(1)  低入札価格調査制度

      適用する

(2)  現場説明会等

      現場説明会及びヒアリングは行わない。

(3)  入札書に記載する金額

      落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

   算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価

   格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契

   約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

(4)  入札の無効

      次のアからオまでのいずれかに該当する者が行った対象工事への入札は、無効とする。

　ア　この公告に示した入札参加資格の無い者

　イ　申請書又は資料に虚偽の記載をした者

　ウ　入札手続において必要とされた書類に重大な不備があると認められた者

　エ　入札に関する条件に違反した者

　オ　入札参加資格の確認を受けたが、入札時においてこの公告に掲げる参加資格のいずれかの要件を満

      たさなくなった者

(5)  近接工事との重複落札の禁止

      「個別事項」の「近接工事」に記載のある場合は、対象工事と当該近接工事を重複して落札する

　ことができない。この場合において、次のア又はイに掲げる入札（企業体の構成員が行った入札

  を含む。）は、無効とする。

   ア   対象工事に係る入札書受付開始日から落札者決定日までの期間及び近接工事に係る入札書受付

　　開始日から落札者決定日までの期間に重複する期間がある場合（以下「同時発注」という。）に

      あっては、対象工事及び近接工事のうちいずれか落札者決定日が早い工事を落札した者による当

　　該落札した工事以外の工事への入札



   イ   同時発注以外の場合にあっては、近接工事を落札した（対象工事の入札書受付開始日の前日までに

   　当該近接工事を完成させ、引き渡した場合を含む。）者の行った対象工事への入札

(6)  対象工事と直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の契約の相手方との随意契約により締結する

   予定の有無　　

      無し

(7)  入札執行回数

      １回とする。

(8)  工事費内訳書の提出

      入札に際し工事費内訳書を提出すること。工事費内訳書は本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数

   量、単価及び金額等を明らかにすること。なお、本工事費内訳書において、数量、単価の明示のない項

   目については明細書又は単価表を添付すること。

(9)  契約の確定

   ア  落札決定後の参加資格の喪失

        落札者が契約締結までの間にこの公告に掲げた参加資格を一つでも満たさなくなった場合は契約を

     締結しない。また、この場合において、県は損害賠償の責めを負わないものとする。

   イ  契約書の作成

        山梨県建設工事執行規則（昭和４４年山梨県規則第２０号）に定める建設工事請負契約書を作成す

     る。契約は、契約担当者と受注者の双方が当該契約書に記名押印したときに確定する。

10  入札保証金

      免除する。

11  契約保証金

      落札者は契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、利付国債

   の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

   　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

   保証金を免除する。ただし、調査基準価格を下回る入札を行った者と契約を締結しようとする場合は、

　「２総合評価に関する事項」（６）エのとおりとする。

12  支払条件

(1)  前金払

      適用する。金額は、契約金額の４割以内(債務負担行為又は継続費に係る契約の場合には、当該会計

   年度の出来高予定額の４割以内)とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただし、調査基準価格を下回

　る入札を行った者と契約を締結しようとする場合は、「２総合評価に関する事項」（６）オのとおり　

　とする。



(2)  中間前金払　

      適用する。金額は、契約金額の２割以内(債務負担行為又は継続費に係る契約の場合には、当該会

   計年度の出来高予定額の２割以内)とし、１万円未満の端数は切り捨てる。

(3)  部分払

      適用する。 山梨県財務規則(昭和３９年山梨県規則第１１号) 第１１５条第２項の規定による回数

   の範囲内とする。

13  その他

(1)  入札参加者は、競争契約入札心得(電子入札用）及び仕様書等を熟読し、これを遵守するとともに、

　山梨県電子入札運用基準に基づき入札すること。

(2)  提出された申請書及び資料は、当方において公表し又は無断で使用することはしない。

(3)  「1一般競争入札の参加資格」(10)に示した「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある

   建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。

   ア  当該受託者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の１００分

    の５０を超える出資をしている建設業者。

   イ  建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該

    建設業者。

(4)  入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者又は入札参加資格を満たさないにもかかわらず入札参加

   資格申請を行った者については、指名停止措置要領に基づき指名停止を行うことがある。

(5)  談合の禁止及び談合に対する契約解除・違約金規定

      入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。また、契約後に談合の事実が明らかになっ

   た場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は談合に対する違約金を支払わなけ

   ればならない。

(6)  災害その他の事情により、入札日時を延期することがある。

(7)　県発注工事における一次下請業者は、社会保険等加入業者に限定する。詳細は、次の山梨県県土整備

　部技術管理課ホームページより確認すること。

　　https://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/shakaihokentaisaku.html

(８)  一般競争入札公告個別事項の「週休２日制適用工事実施要領の適用の有無及び適用される種別」にお

   いて適用する旨が定められているときは、週休２日制適用工事実施要領（林政部の場合、林政部週休

　２日制適用工事実施要領、農政部の場合、週休２日制を確保する工事の試行要領と読み替える）

　及び特記仕様書に定めるところにより、発注者指定型もしくは受注者希望型で受注者が希望した場合は、

　休日の確保その他の取組みを行わなくてはならない。なお、不適用の場合であっても契約後発注者との

　協議により適用工事にすることができるものとし、その取扱いは、受注者希望型と同様とする（要領

　第２第２項）。　

(９)  一般競争入札公告個別事項の「ＩＣＴ活用工事試行要領の適用の有無及び適用される種別」において

   適用する旨が定められているときは、山梨県県土整備部ＩＣＴ活用工事試行要領 （林政部の場合、森林

　整備保全事業ＩＣＴ技術試行要領、農政部の場合、山梨県県農政部ＩＣＴ活用工事試行要領と読み替え



　る）及び特記仕様書に定めるところにより、発注者指定型もしくは受注者希望型で受注者が希望した場

　合は、ＩＣＴ施工技術の活用、技術検討会の開催その他の取組みを行わなければならない。なお、不適

　用の場合であっても契約後発注者との協議により対象工事にすることができるものとし、その取扱い

　は、受注者希望型と同様とする（要領第５条第２項）。

(10)　一般競争入札公告個別事項の「情報共有システム試行要領の適用の有無及び適用される種別」にお

 　いて、適用する旨が定められているときは、山梨県県土整備部情報共有システム試行要領（林政部の場

   合、山梨県林政部情報共有システム試行要領、農政部の場合、山梨県県農政部情報共有システム試行要

　領と読み替える）及び特記仕様書に定めるところにより、情報共有システムの利用その他の取組みを行

　わなければならない。

(11)　一般競争入札公告個別事項の「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領の適用の有無及び適用される

　種別」において、適用する旨が定められているときは、建設現場の遠隔臨場に関する試行要領（林政部

　の場合、森林整備保全事業における遠隔臨場に関する試行要領と読み替える）及び特記仕様書に定める

　ところにより、発注者指定型もしくは受注者希望型で受注者が希望した場合は、遠隔臨場の取組みを行

　わなければならない。なお、不適用の場合であっても契約後発注者との協議により対象工事にすること

　ができるものとし、その取扱いは、受注者希望型と同様とする（要領1.2適用の範囲）。

(12)　一般競争入札公告個別事項において、建設業法第２６条第３項のただし書の規定の適用を受ける

　監理技術者（特例監理技術者）の配置について適用する場合で、配置を予定するときは、特記仕様書

　を確認の上、設計書の内容に関する質問提出期限までに監理技術者等兼務申請書を提出すること。た

　だし、特定建設工事共同企業体の結成を求める場合については、特例監理技術者の配置を認めない。

(13)　消費税率については、引渡し時点における消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（

　昭和２５年法律第２２６号）の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率

　を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。


